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住みなれた地域で心豊かに安心して過ごせる環境づくりのために 

平成19年 4 月より 

地域包括支援センターを開設します 

地域包括支援センターの主な役割 地域包括支援センターの主な役割 地域包括支援センターの主な役割 

地域包括支援センターのイメージ 

地域包括支援センター 

総合相談・支援事業 

制度や地域資源を組み合わせた 
総合的支援 

包括的・継続的ケアマネジメント事業 

・支援困難事例等への指導・助言 
・ケアマネージャーの 
　ネットワークの構築 

介護予防ケアマネジメント事業 

・予防給付のケアプラン作成 
・介護予防事業のケアプラン作成 

虐待防止等の権利擁護事業 

高齢者虐待防止、消費者被害防止の 
ためのネットワークの構築 

チームアプローチ チームアプローチ 

社会福祉士 

保 健 師 等  
主任ケア 
マネージャー 

介
護
保
険
法
の
改
正
に
よ
り
、

当
町
に
お
い
て
は
、
介
護
が
必
要

な
方
も
そ
う
で
な
い
方
も
、
住
み

な
れ
た
地
域
で
心
豊
か
に
安
心
し

て
過
ご
せ
る
環
境
づ
く
り
を
進
め

て
い
ま
す
。

平
成
18
年
度
よ
り
、
介
護
予
防

を
重
視
し
た
地
域
支
援
事
業
が
創

設
さ
れ
、
介
護
予
防
事
業
な
ど
の

事
業
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
が
、
平
成
19
年
４
月
に
は
保

健
・
医
療
の
向
上
お
よ
び
福
祉
の

増
進
を
包
括
的
に
支
援
し
て
い
く

機
関
と
し
て
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
を
設
置
し
ま
す
。
社
会
福
祉

士
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、

保
健
師
等
の
専
門
職
員
を
配
置

し
、
介
護
予
防
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
を
は
じ
め
と
す
る
高
齢
者
へ

の
総
合
的
な
支
援
を
行
っ
て
い
く

こ
と
と
な
り
ま
す
。

現
在
、
総
合
的
な
高
齢
者
の
支

援
事
業
を
行
っ
て
い
る
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー
が
、
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
と
し
て
伊
奈
町
社
会

福
祉
協
議
会
内
に
設
置
さ
れ
る
予

定
で
す
。

ま
た
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
当
町
に
お
い
て
は
平
成
19
年

度
か
ら
介
護
保
険
の
認
定
区
分
が

変
わ
り
ま
す
。(

次
ペ
ー
ジ
参
照)

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、

元
気
な
方
か
ら
介
護
の
必
要
な
方

ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
談
業
務
・

支
援
を
行
う
た
め
の
伊
奈
町
の
拠

点
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
業
務
を

行
い
ま
す
。

①
要
支
援
１
・
２
の
方
を
対
象
に

す
る
新
予
防
給
付
ケ
ア
プ
ラ
ン

や
、
要
支
援
・
要
介
護
に
な
る
お

そ
れ
の
あ
る
方
を
対
象
に
す
る
介

護
予
防
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成

②
高
齢
者
の
相
談
を
受
け
、
専
門

機
関
へ
の
橋
渡
し
や
継
続
的
な
支

援
、
財
産
や
権
利
を
擁
護
す
る
た

め
の
支
援

③
町
内
の
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の

支
援

④
認
知
症
対
策
や
高
齢
者
虐
待
防

止
の
た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く

り 地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

の
主
な
役
割

福祉課 2125内 問 
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今は介護を必要と 
しない方 申 請 等  

審査判定 

認定結果 

選定結果 

利用 
可能な 
サービス 

ケア 
プラン 
作成等 

要介護認定申請 

要介護１～５ 要支援１・２ 非該当・自立 

地域包括支援セン 
ターが、生活機能 
の低下防止、機能 
向上を目的とした 
介護予防プランを 
作成します。 

地域包括支援セン 
ターが、新予防給 
付（介護予防サービ 
ス）のケアプランを 
作成します。 

居宅介護支援事業所 
（ケアマネージャー） 
が、これまでの介護 
サービスのケアプラ 
ンを作成します。 

町が行う地域支援事業 町が行う地域支援事業 

介護が必要となら 
ないように、生活 
機能の低下を防ぎ、 
自立支援に資する 
事業 
（介護予防事業） 

生活機能の低下をき 
たさないように、地 
域でのボランティア 
活動や、趣味の活動、 
介護予防事業等に参 
加し健康を維持しま 
しょう。 

新予防給付 新予防給付 

介護予防訪問介護、 
介護予防通所介護、 
介護予防短期入所 
生活介護等の新予 
防給付のサービス 

介護給付 介護給付 

訪問介護、通所介 
護、短期入所生活 
介護等の介護保険 
サービス 

地域包括支援センターが選定します 

特定高齢者 元気な高齢者 

介護認定審査会 

基本健康審査、チェッ 
クリスト、家族の申 
出、民生委員等から 
の情報提供 

高
齢
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
は
左
の

図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

要
介
護
認
定
審
査
で
、
要
支
援

１
・
２
と
認
定
さ
れ
た
方
に
対
し

て
は
、
新
予
防
給
付(
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス)

が
新
設
さ
れ
、
利
用

者
が
適
正
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で

さ
ら
に
、
元
気
な
高
齢
者
の
方

に
対
し
て
は
、
で
き
る
限
り
介
護

が
必
要
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、

「
地
域
支
援
事
業
」
の
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

※
特
定
高
齢
者
と
は
？

今
は
、介
護
の
必
要
は
な
い
が
、

今
の
生
活
を
続
け
る
と
将
来
、
介

護
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る

方
。
要
介
護
予
備
軍
と
も
言
わ
れ

る
状
態
の
方
。

き
る
よ
う
に
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
が
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行

い
ま
す
。

ま
た
、
要
介
護
認
定
審
査
で
非

該
当(

自
立)

と
判
定
さ
れ
た
方
や

地
域
の
高
齢
者
の
方
で
特※

定
高
齢

者
と
選
定
さ
れ
た
方
に
対
し
て

は
、
要
介
護
状
態
に
な
ら
な
い
よ

う
に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が

介
護
予
防
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

を
行
い
ま
す
。

予
防
重
視
型
介
護
保
険

制
度

認定区分の変更について  

これまでの認定区分 これからの認定区分 

注1）要支援１ 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

注2）要支援２ 

利用できるサービス 

注3）新予防給付 
　（介護予防サービス） 

介護サービス 
（これまでの介護 
　　　 保険サービス） 

要介護１ 

経過的要介護 

要介護２ 

要介護３ 

要介護４ 

要介護５ 

要介護１ 

要支援１とは、心身の状態が、これま
での経過的要介護と同程度の場合で

す。ただし、利用できるサービスがこれまで
のサービスから新予防給付(介護予防サービ
ス)に変わります。

要支援２とは、これまで要介護１と認
定されていたケースについて、状態の

維持・改善可能性を検討し、可能性の見込め
る方について要支援２と認定するものです。
利用できるサービスは、要支援１同様、新予
防給付(介護予防サービス)に限られます。

新予防給付(介護予防サービス)とは、
利用者の能力を発揮させ、自分ででき

ることはできるだけ自分で行い、できない部
分について介助・支援を行うものです。

注３

注２

注１

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。 


